
  

１ 改正の背景

２ 改正の趣旨

３ 主な改正内容

４ 施行期日

 令和７年５月２６日までの間において規則で定める日

産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例の一部改正について

令和３年７月に静岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩落し、大規模な土石流が発生

土地の用途にかかわらず危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する法制度が必要

「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）」に抜本的に改正され、令和

５年５月に施行された。

この改正により

・都道府県等は盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定

・規制区域内の盛土等については許可等が必要となるとともに、土地所有者等は盛土等を安全に保つ責

 務がある。

和歌山県では

 県及び和歌山市が行う区域指定により、県内全域が宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域

になる予定であり、盛土規制法による規制がかかることになる。

 本県では、土砂条例を産業廃棄物の保管、土砂等による土壌汚染・水質汚濁の防止及び災害の発生の

防止を目的に制定しており、そのうち災害の発生の防止について、盛土規制法の目的である盛土等に伴

う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止に関する部分が重複することとなった。

 そのため、土砂条例から災害の防止に関する規定を削除する改正を行う。また、産業廃棄物の保管に

伴う災害の防止に関する部分について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に保管に係る基準が示され

ていることから削除するとともに、土砂の埋立て等に伴う飛散による生活環境の保全上の支障について

も大気汚染防止法等で対応することとし併せて削除する。

【条例】

・目的や禁止行為から災害の防止に関する規定を削除

・特定事業（3,000㎡以上の土砂等の堆積行為）の許可基準から構造に係る基準を削除

・産業廃棄物の保管に伴う災害の防止に関する部分を削除

・土砂等の埋立て等に伴う飛散について生活環境の保全上の防止に関する部分の規定を削除

・盛土規制法区域指定前から行っている特定事業については、引き続き土砂条例における構造基準

 を適用する。ただし、盛土規制法区域指定後、特定事業の計画を変更することにより盛土規制法

 の許可対象となる特定事業については、盛土規制法の構造基準が適用されるため、土砂条例の構

 造基準は適用しない。



  
 

規制対象行為と必要な手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛土規制法と土砂条例の比較表

宅地造成および特定盛土等規制法

（盛土規制法）

産業廃棄物の保管及び土砂等の埋め立て等の

不適正処理防止に関する条例（土砂条例）

施行日 R5.5.26 H21.4.1

目的

 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴

う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止

 県民の生活環境の保全上の支障を生じさ

せ、又は災害を発生させるおそれのある産業

廃棄物及び土砂等の不適正な処理の防止

規制区域 県内全域（R7年5月26日までの間で定める日以降） 県内全域

許可対象

【宅地造成等工事規制区域】

 市街地や集落、その周辺など人家等に危害

を及ぼしうるエリア

  500㎡超の盛土又は切土
【特定盛土等規制区域】

 市街地や集落などからは離れているが、盛

土等により人家等に危害を及ぼしうるエリア

  3,000㎡超の盛土又は切土

 当該土地以外の場所から採取された土砂等

を使用した

  3,000㎡以上の堆積行為

土壌汚染・水質汚濁の

防止
対象外 対象

※その他の許可対象は下表許可欄参照

出典：国土交通省事業者用パンフレット 

盛土規制法 

※その他、既存盛ついては区域指定後、21日以内に届出 



土砂条例：パンフレット（抜粋） 



 

土砂条例：パンフレット（抜粋） 



 

国土交通省 HP 掲載資料 



 国土交通省 HP 掲載資料：事業者用パンフレット（抜粋） 



 国土交通省 HP 掲載資料：事業者用パンフレット（抜粋） 


